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○
資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
要
件
を
定
め
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
号
）
（
抄
）

（
本
則
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法

律
施
行
令

律
第
十
条
第
一
項
の
要
件
を
定
め
る
政
令

（
特
定
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
要
件
）

第
一
条

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
第

法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件

十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
と
と
す
る
。

一

当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
処
分
（
再
生
を
含
み
、
埋
立
処
分
及
び

一

当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
処
分
（
再
生
を
含
み
、
埋
立
処
分
及
び
海

海
洋
投
入
処
分
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

洋
投
入
処
分
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
海
洋
投
入
処

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
海
洋
投
入
処
分
を
い

分
を
い
う
。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
産
業
廃
棄

う
。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
同
法
第
十
四
条
第
一

物
（
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同

項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
数
量
が
一
万
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

じ
。
）
の
数
量
が
一
万
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
高
度
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
者
の
使
用
人
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人

（
新
設
）

は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す

る
。

一

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は

従
た
る
事
務
所
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
高
度
再
資
源
化
事
業
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
高
度
再
資
源
化
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
を

締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の
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第
三
条

法
第
十
一
条
第
四
項
第
五
号
ホ
及
び
ヘ
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十

（
新
設
）

二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
使
用

人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る

も
の
と
す
る
。

（
縦
覧
等
を
要
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
）

第
四
条

法
第
十
一
条
第
五
項
（
法
第
十
二
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
四
項
及

（
新
設
）

び
第
二
十
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
十

六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
場
合

は
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
に
係
る
廃
棄
物
処
理
施
設
が
焼
却
施
設
で
あ
る

場
合
と
す
る
。

（
認
定
高
度
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託

の
基
準
）

第
五
条

法
第
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

（
新
設
）

る
。

一

委
託
契
約
は
、
書
面
に
よ
り
行
い
、
当
該
委
託
契
約
書
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

委
託
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

ロ

産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
す
る
と
き
は
、
運
搬
の
最
終
目
的
地
の

所
在
地

ハ

産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
委
託
す
る

と
き
は
、
そ
の
処
分
の
場
所
の
所
在
地
、
そ
の
処
分
の
方
法
及
び
そ
の

処
分
に
係
る
施
設
の
処
理
能
力

ニ

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項

二

前
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
を
そ
の
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
環
境
省

令
で
定
め
る
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
認
定
高
度
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は

処
分
の
基
準
）
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第
六
条

法
第
十
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

（
新
設
）

る
。

一

産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

収
集
又
は
運
搬
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
こ
と
。

⑴

産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑵

収
集
又
は
運
搬
に
伴
う
悪
臭
、
騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環

境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

⑶

産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状
を
勘
案
し
て
仕
切
り
を
設

け
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
産
業
廃
棄
物
が
高
度
再
資
源
化
事
業
の
実

施
に
支
障
を
及
ぼ
す
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
た
め
の
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に

は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

運
搬
車
、
運
搬
容
器
及
び
運
搬
用
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
、
産
業
廃
棄
物

が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

運
搬
車
又
は
船
舶
を
用
い
て
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う

場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

⑴

環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は

運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
又
は
船
舶
で
あ
る
旨
そ
の
他
の
産
業
廃

棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
関
し
必
要
な
事
項
を
そ
の
車
体
又
は
船
体

の
外
側
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
事
項

を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑵

産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
又
は
船
舶

に
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
を
備
え
付
け
て
お
く
こ
と
。

ホ

産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

⑴

積
替
え
は
、
周
囲
に
囲
い
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
産
業
廃
棄
物
の

積
替
え
の
場
所
で
あ
る
こ
と
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
場
所
で
行
う
こ
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と
。

⑵

積
替
え
の
場
所
か
ら
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地

下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

⑶

積
替
え
の
場
所
に
は
、
ね
ず
み
が
生
息
し
、
及
び
蚊
、
は
え
そ
の

他
の
害
虫
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ヘ

産
業
廃
棄
物
の
保
管
は
、
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
（
環
境
省
令
で
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除

き
、
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ト

ヘ
に
規
定
す
る
積
替
え
の
た
め
に
必
要
な
産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行

う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

⑴

保
管
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
所
で
行
う
こ
と
。

屋
根
、
囲
い
そ
の
他
の
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
施
設
で
あ
る

(i)
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
変
質
を
防
止
し
、
高
度
再
資

源
化
事
業
の
実
施
に
適
し
た
性
状
で
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。環

境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の

(ⅱ)
場
所
で
あ
る
旨
そ
の
他
産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
関
し
必
要
な
事
項

を
外
部
か
ら
見
や
す
い
掲
示
板
に
表
示
す
る
こ
と
。

⑵

保
管
の
場
所
か
ら
産
業
廃
棄
物
又
は
当
該
保
管
に
伴
っ
て
生
じ
た

汚
水
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が

発
散
し
な
い
よ
う
に
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
囲
い
に
か
か
り
、
又
は

(i)
か
か
る
お
そ
れ
が
あ
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
荷

重
に
対
し
て
当
該
囲
い
が
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

屋
外
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場

(ⅱ)
合
に
あ
っ
て
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
高
さ
が
環
境

省
令
で
定
め
る
高
さ
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
伴
い
汚
水
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

(ⅲ)
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
水
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の

汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
排
水
溝
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
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る
と
と
も
に
、
保
管
の
場
所
の
底
面
を
不
浸
透
性
の
材
料
で
覆
う

こ
と
。

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置

（ⅳ）
⑶

保
管
の
場
所
に
お
い
て
騒
音
又
は
振
動
が
発
生
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が

生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑷

保
管
の
場
所
に
お
け
る
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
を
防
止
す
る
た

め
、
消
火
設
備
の
設
置
そ
の
他
の
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

⑸

保
管
の
場
所
に
は
、
ね
ず
み
が
生
息
し
、
及
び
蚊
、
は
え
そ
の
他

の
害
虫
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
当
た
っ
て
は
、
前
号
イ
、
ロ
及
び
ト
の
規
定
の

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

認
定
高
度
再
資
源
化
事
業
計
画
（
法
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

認
定
高
度
再
資
源
化
事
業
計
画
を
い
う
。
）
に
基
づ
き
再
資
源
化
（
法

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
資
源
化
を
い
う
。
以
下
こ
の
イ
及
び
第

九
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
た
め
に
分
別
し
、
収
集

し
た
産
業
廃
棄
物
は
、
適
正
に
再
資
源
化
を
実
施
す
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。

ロ

産
業
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
場
合
に
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
を

有
す
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
焼
却

す
る
こ
と
。

ハ

産
業
廃
棄
物
の
熱
分
解
（
物
を
処
分
す
る
た
め
に
、
燃
焼
を
伴
わ
ず

に
加
熱
に
よ
り
分
解
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
を
有
す
る
熱
分

解
設
備
（
熱
分
解
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
を
い
う
。
）

を
用
い
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

（
高
度
分
離
・
回
収
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
者
の
使
用
人
）

第
七
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人

（
新
設
）

は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
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る
。

一

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は

従
た
る
事
務
所
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
高
度
分
離
・
回
収
事
業
（
法
第
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
高
度
分
離
・
回
収
事
業
を
い
う
。
）
に
係
る
契
約
を
締
結
す

る
権
限
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の

第
八
条

法
第
十
六
条
第
三
項
第
六
号
ホ
及
び
ヘ
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十

（
新
設
）

七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
使
用

人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る

も
の
と
す
る
。

（
認
定
高
度
分
離
・
回
収
事
業
計
画
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
基
準
）

第
九
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
産
業
廃
棄
物
の
処

（
新
設
）

分
に
当
た
っ
て
は
、
第
六
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

認
定
高
度
分
離
・
回
収
事
業
計
画
（
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る

認
定
高
度
分
離
・
回
収
事
業
計
画
を
い
う
。
）
に
基
づ
き
再
資
源
化
を
実

施
す
る
産
業
廃
棄
物
は
、
適
正
に
再
資
源
化
を
実
施
す
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。

二

産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

保
管
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
所
で
行
う
こ
と
。

⑴

保
管
の
場
所
の
周
囲
に
囲
い
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
場

所
で
あ
る
旨
そ
の
他
産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
関
し
必
要
な
事
項
を
外

部
か
ら
見
や
す
い
掲
示
板
に
表
示
す
る
こ
と
。

ロ

保
管
の
場
所
か
ら
産
業
廃
棄
物
又
は
当
該
保
管
に
伴
っ
て
生
じ
た
汚

水
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散

し
な
い
よ
う
に
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑴

保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
荷
重
が
直
接
囲
い
に
か
か
り
、
又
は
か
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か
る
お
そ
れ
が
あ
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
荷
重
に

対
し
て
当
該
囲
い
が
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。

⑵

屋
外
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
高
さ
が
環
境
省
令

で
定
め
る
高
さ
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑶

産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
伴
い
汚
水
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
水
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染

を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
排
水
溝
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
る
と
と

も
に
、
保
管
の
場
所
の
底
面
を
不
浸
透
性
の
材
料
で
覆
う
こ
と
。

⑷

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置

ハ

保
管
の
場
所
に
お
い
て
騒
音
又
は
振
動
が
発
生
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ

保
管
の
場
所
に
お
け
る
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
、

消
火
設
備
の
設
置
そ
の
他
の
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

ホ

保
管
の
場
所
に
は
、
ね
ず
み
が
生
息
し
、
及
び
蚊
、
は
え
そ
の
他
の

害
虫
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
法
第
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
ご
と
に
、

環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
高
度
な
技
術
を
用
い

た
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。

（
再
資
源
化
工
程
高
度
化
計
画
の
認
定
に
係
る
申
請
者
の
使
用
人
）

第
十
条

法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
三
項
第
六
号
ニ

（
新
設
）

及
び
ホ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第

四
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
調
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
一
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す

（
新
設
）

る
。
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